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別
添
１

○
総
務
省
令
第
四
十
号

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
救
助
隊
の
編
成
、
装
備
及
び
配
置

の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

救
助
隊
の
編
成
、
装
備
及
び
配
置
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

救
助
隊
の
編
成
、
装
備
及
び
配
置
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
六
十
一
年
自
治
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

「
生
物
剤
検
知
器
※
※
※

別
表
第
一
検
知
・
測
定
用
器
具
の
項
中
「
生
物
剤
検
知
器
※
※
※
」
を

に
改
め
る
。

化
学
剤
検
知
器
※
※
※
」

「
水
中
探
査
装
置
※

別
表
第
三
高
度
救
助
用
器
具
の
項
中
「
水
中
探
査
装
置
※
」
を

に
改
め
る
。

検
知
型
遠
隔
探
査
装
置
※
※
」
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別
表
第
三
備
考
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

※
※
印
の
も
の
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
備
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


